
令和8年度　履修の手引き_改訂履歴

変更日 改訂項目 改訂内容 反映版

2026.5.1 CAP制（P.16） 上限単位数の変更。

【修正後】

1年間に履修登録できる上限単位を、1・2年生

「48単位」、3・4年生「45単位」（一部例外※

あり）と定めています。

【修正前】

1年間に履修登録できる上限単位を、「45単位」

（一部例外※あり）と定めています。

第2版

2026.5.1 CAP制の例外（P.17） 上限単位数の変更。

【修正後】

【修正前】

第2版


